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る観点とともに、交流や定住を促進するため
の地域特性としての「自然」、歴史的な資源を
後世に残すとともに、歴史に着目した地域づく
りを進めるための「歴史」、この 3 つの視点を

　１　行財政改革の推進による健全財政の確保
　厳しい財政状況の中で、重点プログラムを
中心とするまちづくりを展開するためには、徹
底した行財政改革による財政構造の見直しと
歳入の確保が前提となります。
　このため、効率的な地方政府への移行をめ
ざし、人材育成の積極的な推進、民間との役
割分担の見直しなどを進めながら、職員の削
減と適正配置、指定管理者制度の活用、市場
化テスト

※

等を通じた事務事業のアウトソーシン
グ
※

などに取り組むとともに、公共施設について
はその維持管理経費が大きな財政負担となっ
ていることから、利用頻度が乏しく、老朽化
が進んでいる施設を中心に、行政サービスに
対する市民の利便性を考慮しつつ、統廃合を
含めた見直しに取り組みます。さらに、市民が
より主体的に地域振興に参画し、実践できる
よう、総合支所についても、地域における行
政サービスの拠点としての機能発揮という観点
から、本庁と総合支所との役割分担の見直し、
地域かがやきプログラムを通じた総合支所間
の連携促進とこれを支える体制づくりなどに取
り組みます。
　また、職員一人ひとりが行財政改革の当事
者として、常日頃からコスト意識をもって事務
事業の改善、効率化を進めるとともに、民間
との役割分担、市民とのパートナーシップ

※

を進
める中で、行政の守備範囲を見直しつつ、時
代に即した財政構造への変革を進めるため、

第８章　計画を推進するために

基本に、他のエリアとの連携や広域交通ネット
ワークの形成と相まった交流圏域の拡大も視
野に入れながら、将来に希望を持てる魅力あ
る地域づくりをめざします。

行財政改革に取り組み健全な財政運営の確保
をめざします。

　２　行政経営システムの構築
　行政経営システムの構築にあたっては、全
庁的な政策調整機能を高める観点からトップ
マネジメント

※

の強化を図るとともに、各部門（総
合支所を含む。）が一定の権限と責任のもとス
ピード感を持って事業を行う「自立型の事業
部門」の仕組みを整えます。また、それに合
わせて重点プログラムを対象とした政策評価、
各部門が所管の事務事業を自ら検証し評価す
る事務事業評価、この 2 つの評価を踏まえ、
行政経営資源（予算・職員・組織・情報など）
を有効活用する視点から、行財政の運営状況
を評価する総合的な行政評価の仕組みを導入
します。特に、政策評価については、市民と
の協働に基づく重点プログラムの展開を市民
自らが評価する協働型政策評価への発展をめ
ざします。さらに、地方分権の進展に対応し、
地方自治の充実を図る観点から、自立性、独
立性の高い行政経営の実現をめざします。

　３　電子自治体の推進
　電子自治体の推進により、市内のどこにい
ても同じような行政サービスを受けられるよう
にするなど、市民の満足度が高い効率的でわ
かりやすい行政サービスの提供と、情報共有
を通じた協働のまちづくりの進展をめざします。

市場化テスト
公共サービスについて、官と民が対等な立場で競
争入札に参加し、価格・質の両面で最も優れた者
が、そのサービスの提供を担っていくという制度。

アウトソーシング
業務のうち専門的なものについて、
それをより得意とする外部に委託す
ること。

トップマネジメント
組織を指揮、管理する組織
の最高位の層による組織管理。

パートナーシップ
行政・市民・ボランティア団体・Ｎ
ＰＯ・企業などが、対等な関係を
結び、それぞれの得意分野を生か
しながら、連携し協力し合うこと。
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①未来を拓く都市空間形成プログラム
②自然の恵みの価値創造プログラム
③海に開くまちづくりプログラム
④持続可能な地域形成プログラム
⑤歴史と文化の拠点形成プログラム
⑥健康とスポーツの振興プログラム

①東部エリア～キラリと輝く人づくり・まちづくり～
②北部エリア～都市や自然と共存するふれあいの里づくり～
③中部エリア～“みのり”と“ぬくもり”の郷づくり～
④南部エリア～健康で暮らせる自然と歴史の地域づくり～

①循環型社会の形成
②次世代に残す自然環境の保全・創造
③快適な生活空間の形成
④生活基盤の整備

①安全なまちづくりの推進
②健康づくりの推進と地域医療体制の充実
③地域福祉社会の形成

①生きる力を育む教育の推進
②高等教育機関との連携・充実
③生涯学習スポーツ社会の実現
④文化の振興
⑤人権尊重社会の形成

①自立的な地域経済の振興
②交流機能の向上
③観光の振興

①市民活動の促進
②市民との協働の推進

１　美しい環境と共生するまちづくり

２　安全で安心して暮らせるまちづくり

３　豊かな文化と心を育むまちづくり

４　活力のあるまちづくり

５　参加と協働のまちづくり

施 策 体 系 図

重 点 プ ロ グ ラ ム の 体 系 図

１　まちづくり戦略プログラム

３　地域かがやきプログラム

①住みやすさ向上プログラム
②元気な人づくりプログラム
③若者定住プログラム
④交流による活力創造プログラム
⑤津らしさ実感プログラム

２　元気づくりプログラム
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